
愛犬のためにあなたができること

狂犬病予防注射と畜犬登録のお知らせ

Information　役場環境衛生課

　犬を飼っている方は、その犬の登録と毎年１回
の狂犬病予防注射を行うことが義務づけられてい
ます（狂犬病予防法）。
　平成 31 年度の狂犬病予防注射、および畜犬登
録を右記のとおり実施しますので、この機会にご
利用ください。また、犬の死亡、飼い主の住所・
氏名が変わったなど登録事項が変更になったとき
は、届け出をお願いします。

◆対象　生後 91 日以上の飼い犬
◆料金（１頭あたり）
　【登録済の犬】　３, ２００円
　（注射料 2,650 円 + 注射済票 550 円）
　【未登録の犬】　６, ２００円
　（注射料等 3,200 円 + 登録料 3,000 円）
　※なるべくおつりのいらないよう、ご用意くだ
　　さい。

▶詳しくは、役場環境衛生課（☎３３－０３３８）
までお問い合わせください。

日程 時　　間 場　　所

４
月
11
日
㈭

　８: ５０ ～　９: ００ 桐原生活改善センター

　９: １０ ～　９: ２０ 阪松原生活改善センター

　９: ３０ ～　９: ４０ 平尾井生産活動センター

　９: ５５ ～１０: ０５ 大里多目的集会施設

１０: ２０ ～１０: ２５ 旧ＪＡ高岡出張所前県道

１０: ４０ ～１０: ５０ 鮒田構造改善センター

１１: ０５ ～１１: １０ 北桧杖多目的集会施設

１１: ２５ ～１１: ３０ 旧ＪＡ浅里出張所前

１３: １０ ～１３: ３０ 旧役場分庁舎駐車場（成川）

１３: ４５ ～１４: １０ 飯盛多目的集会施設

１４: ２０ ～１４: ４０ 神内構造改善センター前

４
月
12
日
㈮

　９: １０ ～　９: ２５ 下り場駐車場

　９: ４０ ～１０: １０ 井田公民館

１０: ２５ ～１０: ５０ 上野つどい館

１１: ０５ ～１１: ３０ 鵜殿長谷集会所

１３: １０ ～１３: ４０ 鵜殿駅自転車置場前

１３: ５０ ～１４: １０ 役場本庁舎裏

◆狂犬病予防注射実施日時　平成 30 年全国消費者物価指数の実績値（対前年度比 1.0％増）が公表されました。特別児童扶養手当等
の各手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置がとられてい
ます。そのため、平成 31 年４月以降の各手当額については、1.0％引き上がります。

▶詳しくは、役場福祉課 ( ☎３３－０３３９) までお問い合わせください。

～平成 31 年３月（月額） 平成 31 年４月～（月額）
特別児童扶養手当（１級） ５１，７００円 ５２，２００円

特別児童扶養手当（２級） ３４，４３０円 ３４，７７０円

特別障害者手当 ２６，９４０円 ２７，２００円

障害児福祉手当 １４，６５０円 １４，７９０円

福祉手当（経過措置分） １４，６５０円 １４，７９０円

児童扶養手当（全部支給） ４２，５００円 ４２，９１０円

児童扶養手当（一部支給）   ４２，４９０ ～ １０，０３０円
（所得に応じて決定されます）

  ４２，９００ ～ １０，１２０円
（所得に応じて決定されます）

平成 31 年４月以降、1.0％引き上げ

特別児童扶養手当等の手当額変更について

Information　役場福祉課

　なお、児童手当や特別児童扶養手当などの支払
い方法については、変更ありません。

▶詳しくは、役場福祉課 ( ☎３３－０３３９) ま
でお問い合わせください。

ひとり親のご家庭へ大切なお知らせ

児童扶養手当が年６回払いになります

Information　役場福祉課

　児童扶養手当法の一部改正により、2019 年
11 月から支払い回数が、４か月分ずつ年３回か
ら、２か月分ずつ年６回に変わります。
　なお、制度が変更となる 2019 年 11 月の支払
いは、８月から 10 月分までの３か月分となります。

現 在
年３回払い

改正後
年６回払い

11月 12月

支払い 支払い 支払い 支払い 支払い 支払い
１月 ３月 ５月 ７月 ９月 11月

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

２か月分 ２か月分 ２か月分 ２か月分 ２か月分 ２か月分

11月 12月

支払い
４月

支払い
８月

支払い
12月

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

４か月分 ４か月分 ４か月分

マナーを守ってキレイなまちに

ペットの『ふんの管理』は飼い主の責任です
　最近、ペットの『ふん』についての苦情が多数寄せられています。
　もし、家の周りや道路、田畑などに『ふん』が散乱していたらどんなに迷
惑でしょう。犬を散歩させるときは、下記のような『ふん』を処理するため
の道具を持って出かけましょう。『ふん』をした場合は、きちんと持ち帰って
処理してください。また、猫については室内飼養や自宅のトイレに用を足す
ようしっかりとしつけるなど、近所の方に迷惑をかけないよう飼いましょう。
　清潔で住みよい環境を守るために、ご理解とご協力をお願いします。

◆『ふん』を処理するための道具（一例）

回収した『ふん』
を入れて持ち帰
るため

ポリ袋
『ふん』をすくっ
て袋の中に入れ
るため

スコップ
『ふん』をくるん
だり、地面を拭
いたりするため
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